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第１回  湯梨浜町教育委員会定例会会議録要旨  

 

日  時       平成 29年 1月 20日（金） 午後 1時 30分 開会 

場  所       湯梨浜町役場 第 3会議室 

出席委員       小林孝拓 岩本恭昌 青木由紀子 市橋善則 土海孝治  

説明の為出席した者   西原信男 山田昭彦 冨山弘道 尾嶋敏彦 杉原美鈴  

井上指導主事 濵家指導主事 

 

【議事日程】  

日程第１ 会議録署名委員の指名 

     （        ） （        ） 

 

日程第２ 教育長の報告 

（１）児童生徒の区域外、校区外就学について 

（２）その他 

 

日程第３ 議案第１号 平成２８年度要保護及び準要保護児童生徒の追加認定 

について 

 

日程第４ 協議事項 

（１）湯梨浜町立小学校の特定地域選択制入学及び児童生徒の校区外就学について 

（２）羽合小学校児童に関する対応について 

（３）その他 

 

日程第５ 報告連絡事項 

（１） 平成２８年度湯梨浜町一般会計補正予算（第８号）について 

（２）新中学校建設事業について 

（３）図書館の行事予定について 

（４）平成２８年度卒業式及び平成２９年度入学式について 

（５）中学校卒業式の告辞（案）について 

（６）平成２９年度「土曜授業」の実施（案）について 

（７）不登校対策について 

（８）その他 

 

次回教育委員会   月   日（ ）     時   分～ 
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   議事の経過 

教育長 

 

教総課長 

 

教育長 

 

教総課長 

 

教育長 

 

教育長 

 

教育長 

 

教育長 

 

教総係長 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

指導主事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただいまから、第 1回湯梨浜町教育委員会定例会を開催します。 

会議録署名委員さんのご指名をお願いします。 

それでは、本日の会議録署名委員でございますが、小林委員さんと岩本委員さん

よろしくお願いいたします。 

それでは日程第２ 教育長の報告（１）児童生徒の区域外、校区外就学について

報告を事務局の方からお願いします。 

（日程第２ 教育長の報告（１）児童生徒の区域外、校区外就学について説明を

行う。） 

委員の皆さんでご意見なりご質問等ありましたら。 

（なし） 

ご承認ということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

日程第２ 教育長の報告（２）その他 何かありますか。 

（なし） 

それでは日程第３ 議案第１号 平成２８年度要保護及び準要保護児童生徒の

追加認定についてを議題といたします。ご提案をお願いいたします。 

（日程第３ 議案第１号 別冊 平成２８年度要保護及び準要保護児童生徒の

追加認定について説明を行う。） 

要件を満たしているようです。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

＜＊全員認定可決＞ 

では次の日程第４ 協議事項に入らせていただきます。協議事項（１）湯梨浜町

立小学校の特定地域選択制入学及び児童生徒の校区外就学についてを議題とい

たします。提案をお願いいたします。 

（日程第４ 協議事項（１）湯梨浜町立小学校の特定地域選択制入学及び児童生

徒の校区外就学について説明を行う。） 

Ｐ１３の方には通学方法に関する資料ということで現在の路線バスのバス停、児

童の自宅の位置を示しています。赤〇が役場経由のバスになります。児童の運送

については、マイクロバスかまたは公用車を使用してということで説明をしてき

たところなんですけど、今現在、来年度の予算要求をする段階の話なんですが、

実は、社会福祉協議会の方に１４人乗りのバスがありまして、運転手を入れて１

４人乗れるんですね。それは、買い物支援とかそういうような活動で、月に複数

回運行されているようです。そういったバスもあるものでして財務とのヒヤリン

グの中で、そういったバスの活用も考えてみたらどうでしょうかと、いうことも

上がってきましてまだこの話は引き続いて協議をしていくという段階でありま
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教育長 

指導主事 

教育長 

 

 

 

委員 

 

 

教総課長 

 

 

 

委員 

教育長 

す。そうなってくるとですね。９号線沿いの子は、赤いバス停の近くに出ていた

だく事ということになります。それからはわい温泉近くと上浅津地区で２名の方

たちおられるんでそこの方に、バスの停まれる場所までは出てきていただいて、

乗っていただくというようなことで泊小の方へ一緒に運送するという形が取れ

ないかということで話をしているところです。それから、もう１つは、泊小学校

へ路線バスで通う、宇谷と原の子が、段々と人数が減ってくるという傾向もある

ようです。そうなれば、例えば何年か先マイクロバスを１台購入して、羽合の子

と合わせて宇谷・原の子もマイクロにとか一緒に乗っていただいて運ぶという手

法も１つの検討することも出来るのかなというようなことも思ったりしており

ます。来年度から初めて導入する制度なので、２年後３年後が、どのぐらい人数

が推移していくかわからないところもあるんですけど。その辺りも見守りなが

ら、とりあえず来年度は、社協の１４人乗りのバスで運行してみてはどうかなと

いう事で、財務と話を進めようかなという考えを持っているところです。 

１点補足よろしいでしょうか。Ｐ１３の方にですね、９号線沿いのバス停が赤〇

でありまして、それから今回申し込みがある児童の家庭が△の家のマークで示し

ている訳ですけど、先ほど指導主事の方から泊小学校への朝の便ではこの赤い所

を通る便しかありません。帰りになりますと路線バスとしては、赤い所を通って

帰るもの青い所を通って帰るもの。これが１時間ずつ交互にあるような状況で

す。総合教育会議の中でもご議論いただいたことですが、希望する児童には、町

として、マイクロバスまたは公用車等の交通手段を用意するということで現在調

整を進めているところです。 

Ｐ１４～Ｐ１５は、特定地域選択制転入学及び校区外就学に係る協議ですね。 

はい。 

含めて提案がありました。委員の皆さんの方で何かご質問等ありましたら。 

いずれにいたしましても、この特定地域選択制を利用される子どもさんについて

は、通学の手段を確保して、利便性を図る。この制度の特性をしっかり活かして

いくということです。 

例えば、登校する時は同時に行きますよね。１年～６年まで。ここだと５年まで。

帰りにですが、下校する時は、これは２回行かないけんというようなことになっ

ていますね。どうでしょうか。 

はい。低学年、高学年の事もあるんですけど。もうひとつは放課後児童クラブに

参加出来るという事も謳っていますので、例えば泊小の児童クラブに居ていただ

いて、そうなりますと、保護者が今度迎えに来るという事になりますが、そうい

う事も考えられるかなというところですね。 

わかりました。 

運行については、お一人お一人の方とご希望の放課後児童クラブの所とか、家庭
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環境等も含めてご検討いただいてという、段取りに進めていくということでいい

ですかね。よろしいでしょうか。これで進めていくということで。 

（異議なし） 

じゃあそのようにお願いします。 

（日程第４ 協議事項（２）羽合小学校児童に関する対応については、後で協議

を行う。） 

日程第４ 協議事項（３）その他で何かございませんか。 

（なし） 

よろしいですか。最初に報告連絡事項を議題といたします。 

それでは日程第５ 報告連絡事項に入らせていただきます。最初に報告連絡事項

（１）平成２８年度湯梨浜町一般会計補正予算（第８号）についてお願いします。 

（日程第５ 報告連絡事項（１） 別冊 平成２８年度湯梨浜町一般会計補正予

算（第８号）について説明する。） 

＜＊１月３０日開会の１月臨時議会提案＞ 

３点ありますが、「放課後子ども教室推進事業の備品購入費」「小学校の復旧費」

「中学校の復旧費」について、委員の皆さんの方からご質問・ご意見等ありまし

たら。 

（なし） 

じゃあよろしくお願いいたします。 

続いて日程第５ 報告連絡事項（２） 新中学校建設事業についてお願いします。 

（日程第５ 報告連絡事項（２）新中学校建設事業について報告・説明する。）

資料の方は用意しておりません。口頭の方での報告ということでございます。初

めに起工式の方でございますけど、１月２１日（土）午前１０時からここの役場

講堂の方で、「安全祈願祭」に引き続いて「起工式」をとり行いますのでご出席

いただければと思います。服装の方は平服で結構でございます。よろしくお願い

いたします。それから、中学校建設事業についての全体事業費についてでござい

ますが、議会の方でも議員さんの方からちょっと指摘のあったことなんですが、

これから発注します建築経費について全体事業費が、若干安くなるということの

見込を立てているところでございまして、そこら辺りを更に調整をしまして、後

日一覧の方で事業費報告をさせていただきたいと思っておりますが、全体事業費

の方が若干安くなるという事の報告させていただきます。それから現在の工事の

状況でございます、現在杭の試掘作業をしているところで、１月中ぐらいで終了

する予定で作業をしているところでございます。その作業の後、杭の発注を経て、

３月の下旬か４月くらいになろうかと思いますけど、基礎杭の打設工事が本格的

に始まろうというところでございます。試掘の業者さんからは、杭打ち機が相当

重量が重たいということで、重機の搬入について今の現状の造成した土ではなか
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教育長 

 

教育長 

図書館長 

教育長 

 

 

公民館長 

 

教育長 

 

教育長 

生・人課長 

教育長 

 

指導主事 

 

なかこう、傾いたり不安定な状況じゃないかということで、地盤改良が必要でな

いかなということで今試掘の結果をまとめて地盤改良が必要か検討していただ

いているところでございます。必要ということです、杭打ちが始まる２月～３月

の間にそれも行いたいということでございます。隣接する工場の関係でございま

すけど、５ｍぐらいの高さの防音シートを設置しております。こういった形でな

るべく音を減らす対策を講じているところでございますけどなお、苦情があった

りは引き続いて対応しております。今後、この防音シート北側に現場事務所を配

置しまして、更に減音対策を講じていきたいというふうに思っているといるとこ

ろでございます。それから、工事の方ですけどひと通りプールまでの工事を発注

しましたけど、３月には学校給食センターも発注したいと思っておりまして、そ

の準備を今している所でございます。それからもう１つですが校歌の関係です。

校歌をどうするかということで開校準備委員会の方でその作業をしていただい

ているところでございますけど、作詞作曲については、公募をするより専門家に

依頼したいという事で合意をいただいている所です。公募をせずに専門家に依頼

した方がということで誰に依頼するかということで今話を町長さんの方に協議

させていただいている所でございますけど、作曲の方について、倉吉市上井の元

音楽の中学校の先生の方にお願いしてはどうか。という事で、少し協議をしてい

る状況です。まだ正式決定ではございませんが、何名か候補を上げながら、人選

をさせていただいているところでございます。 

いかがでしょうか。 

（なし） 

次に日程第５ 報告連絡事項（３） 図書館の行事予定についてお願いします。 

（日程第５ 報告連絡事項（３）別紙 図書館の行事予定について説明する。） 

町立図書館は、利用者が５.４％で、かなり伸びがありますので、それぞれの館

の方でまた新刊紹介をしながらよろしくお願いします。 

続いて日程第５ 報告連絡事項で中央公民館の行事予定についてお願いします。 

（日程第５ 報告連絡事項 別紙 で中央公民館の行事予定について説明す

る。） 

よろしいでしょうか。 

（なし） 

生涯学習・人権推進課の方は何かございませんか。よろしいですか。 

はい。 

続いて日程第５ 報告連絡事項（４）平成２８年度卒業式及び平成２９年度入学

式・報告連絡事項（５）中学校卒業式の告辞（案）についてお願いします。 

（日程第５ 報告連絡事項 （４）別紙 平成２８年度卒業式及び平成２９年度

入学式について説明する。／報告連絡事項（５）別紙 中学校卒業式の告辞（案）
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について説明する。） 

委員の皆様と手分けをしながら、告辞をやっていけたらと思います。どの委員さ

んも少なくとも１回はお願いしたいという事で（案）を立てておりますが、ご都

合お聞かせ願いましたら調整いたしますのでよろしくお願いいたします。 

いかがでしょうか。 

（なし） 

続いて日程第５ 報告連絡事項（６）平成２９年度「土曜授業」の実施（案）に

ついてお願いします。 

（日程第５ 報告連絡事項（６）別紙 平成２９年度「土曜授業」の実施（案）

について説明する。） 

それでは日程第５ 報告連絡事項（７）不登校対策についてお願いします。 

（日程第５ 報告連絡事項（７）別冊 不登校対策について委員のみに説明す

る。） 

それでは日程第４ 協議事項（２）羽合小学校における飛び込み事故についてお 

願いします。 

資料の方別冊で配らせていただいております。「取り扱い注意」というのが１２ 

月定例会でいただいた資料です。１２月以降の経過について別紙の方で報告をい 

たします。 

（日程第４ 協議事項（２）別冊 羽合小学校児童に関する対応について報告・ 

説明する。） 

保護者の方は、次のことについて事実確認してほしいと言われています。 

１点目は、プールサイドからフラフープまでの距離がどうだったのかということ 

です。学校は近い距離で飛び込ませた事を謝罪していますけども、学校の認識と 

しては、フラフープまでの距離が２ｍ、中心までが大体２ｍぐらい。保護者が子 

どもに聞いたのは１ｍ～１.２ｍ、ここが違うのでここをきちんとしてほしい。 

もう１点は、子どもが飛ぶ前に、フラフープをお手伝いで持っていた子が、いる 

んですけど「ちょっと近いので遠くにした方がいいんじゃないですか。」という 

ような事を言って、先生が「そこでいい」と言ったということを保護者の方が、 

子どもから聞いたんだそうです。ただ学校としては、「そういった事はなかった。 

あったとすれば、その子ではなくて他の飛ぶ子の練習の時に、位置を調整したと 

いう事はあったんだけれど、子どもが飛ぶ前に近いとか遠いとかそういう話は 

なかった。」ここが大きく食い違っています。 

もう１点不信感を持っていらっしゃるのは、先生からだけの聞き取りだけで学校 

は報告をまとめている。本当に関係した子どもにきちんと聞いてなかった。その 

点については、学校は非を認めて謝罪をしております。これについても町教委の 

聞き取りということで遅ればせながらしております。保護者と学校との信頼関係 
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教育長 

が上手く成立をしていないという点が一番大きな問題です。 

もっと強く打って頸椎骨折になっとれば下半身が動かないといったことになっ 

た恐れが多分にあるわけです。その再発防止のためには、保護者の方が求めてお 

られる通り全力で原因をきちんと究明して再発防止にやっていかなきゃいけな 

い。また、子どもから聞かずに結局先生が学校の先生がこういったから、こうだ 

ということで結論づけていくところに対して不信感が生まれている。そこの所 

は、５か月たってですが、聞くことによって何らかの手当を可能な範囲でやって 

いく必要があるのかなと思います。こう言う事を聞いてほしいという被害にあっ 

た子どもの保護者の方の希望もあります。どういう内容について聞くか妥当な内 

容を、うちの指導主事や県の主導主事、保護者の方が推薦される方にも入ってい 

ただいて、聞いていただければと思います。結局、保護者の方が納得されないと 

いけません。結論はどうあれきちんと聞いていただきましたよということで納得 

していただかないとなかなか難しい。 

一度不信感をいだくと取れません保護者は。５倍・１０倍の努力が必要です。 

機関窓口でも作らなければいけない。 

一番最初に事故当日に救急車で搬送され、厚生病院に入院されて検査結果が出

て、その時の第一報は「大きな損傷はなく大丈夫です。」でした。そんなに重篤

に繋がるような感じではなかったですよね。 

はい。プールで頭を打った時に保護者に来ていただき、寒いって言われるので保

健室に運んで、それからお母さんと先生が救急車で厚生病院にいかれました。校

長先生と面会をし、一応検査をしたので、結果は報告しますので帰っていただい

てよろしいですという事でした。それから一報が入り、極めて重篤というような

情報ではなかったです。それから報告書が上がってきて、その後も大きな病状の

悪化にはなっておりませんという事で、安心していました。それから保護者の方

が、対応について聞いて来られたそうです。先程、教育長から学校に不信感があ

ると言われたのですが、「うちの子を、軽く扱っているのではないか。」との事は、

２９日の保護者との話で強く言われました。「過失事案でもありますが、そこま

では上げたくないです。しっかり調査した上で対応していただきたい。」という

事も言っておられます。初期の対応について、もう少し迅速に事故のあった時の

調査を、先生方、そして子どもを含めてするという事です。 

フラフープの位置が、先生の認識と子どもにヒヤリングした認識が、大きく違っ

ている。飛び込む前に、２名の先生だったという認識をもっておられるのですが、

「ここでいい。」と言われた事、フラフープまでの距離が１ｍぐらいだったとい

う事の食い違いがあります。保護者の方が言われる認識と、学校、教育委員会も

そうですが、そことの差があります。 

校長は何々謝罪をしたのですか。 
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フラフープを使った事、救急車を呼ぶのが遅かった事、調査について子どもに聞

き取りがなかった事です。 

そういう謝罪が、気持ちが伝わって来ないと。１１月に校長会でも言ったのです

が、学校事故については、タクシーを使ってでも病院に搬送してみてもらわなけ

ればならない。そうすれば保護者に納得していただけるのです。そしてきちんと

謝罪する。そうしていかないといけない。怪我をしているので病院に連れて行っ

てください、というような事を繰り返してはいけない。認識を直さないといけな

い。 

フラフープまでの距離は何ｍであろうと、保護者には言い訳にしか聞こえないの

です。 

明日、子ども達に聞き取りをするのですが、本来教育委員会がするのではなく、

学校が行うのですが、保護者の方はもうそれでは納得されないのです。事実関係

を丁寧に行っていかないといけない。教育委員会としても、報告書をまとめて出

さないといけない。それで保護者の方が納得されればよいですし、報告書を検証

していただいて、もう一度ご意見等くださればと思います。とにかくヒヤリング

調査の中で、納得しきっていただける調査をしないといけません。あらゆる角度

から見て、対応しなければならないです。教員の聞き取りの結果、それから児童

の聞き取りの結果、保護者からの聞き取りの結果も文章に起こして、調査結果を

お願いします。何か他にご意見ありますか。よろしいでしょうか。 

（なし） 

何か他にありますでしょうか。それでは以上で終了いたします。 

何かご意見はありませんか。 

学校に何個か首の固定具を買っとく方がよい。 

 

（定例会を２月２０日 午後１時３０分に開催することを決定し、午後２時１５

分に一旦終了。午後２時２３分に再開し、引き続き委員のみで、日程第４ 協議

事項（２）羽合小学校児童に関する対応について日程第５ 報告連絡事項（７）

不登校対策について（８）その他 北溟中事故報告を追加報告する。） 

 

午後４時４分 終了 

 

 

 

 

 


